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▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 

 （オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 

 （オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 

  

 

目次 （略） 

   第１章 （略） 

 

目次 （略） 

   第１章 （略） 

   第２章 オープンコンピュータ通信網サービスの種類 

 （オープンコンピュータ通信網サービスの種類） 

第３条 オープンコンピュータ通信網サービス（この別冊により提供するものに限ります。

以下同じとします。）には、次の種類があります。 

   第２章 オープンコンピュータ通信網サービスの種類 

 （オープンコンピュータ通信網サービスの種類） 

第３条 オープンコンピュータ通信網サービス（この別冊により提供するものに限ります。

以下同じとします。）には、次の種類があります。 

 種  類 内         容   種  類 内         容  

 １〜３ （略） （略）   １〜３ （略） （略）  

 ４ 第６種オー

プンコンピュ

ータ通信網サ

ービス 

ＤＳＬ回線、光アクセス回線又はモバイルアクセスを使用して

提供するオープンコンピュータ通信網サービスであって、その

契約に係る特定のＩＰアドレスを使用して通信を行うことが

できるメニューを含むもの 

  ４ 第６種オー

プンコンピュ

ータ通信網サ

ービス 

光アクセス回線又はモバイルアクセスを使用して提供するオ

ープンコンピュータ通信網サービスであって、その契約に係

る特定のＩＰアドレスを使用して通信を行うことができるメ

ニューを含むもの 

 

 ５ 第７種オー

プンコンピュ

ータ通信網サ

ービス 

ＤＳＬ回線又は光アクセス回線を使用して提供するオープン

コンピュータ通信網サービスであって、第４種オープンコンピ

ュータ通信網サービス及び第６種オープンコンピュータ通信

網サービス以外のもの 

  ５ 第７種オー

プンコンピュ

ータ通信網サ

ービス 

光アクセス回線を使用して提供するオープンコンピュータ通

信網サービスであって、第４種オープンコンピュータ通信網

サービス及び第６種オープンコンピュータ通信網サービス以

外のもの 

 

 ６ 削除 削除   ６ 削除 削除  

 備考 （略）   備考 （略）  

第4条〜第45条 （略） 第4条〜第45条 （略） 

 （第６種契約申込みの方法） 

第46条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの方法）に規定する契約申込みの方法とし

て、第６種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定した方法に

より第６種契約の申込みを行っていただきます。 

 （第６種契約申込みの方法） 

第46条 共通編第９条（ＩＰ通信網契約申込みの方法）に規定する契約申込みの方法とし

て、第６種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定した方法に

より第６種契約の申込みを行っていただきます。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) ＤＳＬ回線又は光アクセス回線に係る特定協定事業者の氏名又は名称 (2) 光アクセス回線に係る特定協定事業者の氏名又は名称 

(3) ＤＳＬ回線又は光アクセス回線に係る終端の場所 (3) 光アクセス回線に係る終端の場所 
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(4) ＤＳＬ回線又は光アクセス回線について特定協定事業者と締結している契約の内

容（当社が別に定めるものに限ります。） 

(4) 光アクセス回線について特定協定事業者と締結している契約の内容（当社が別に定

めるものに限ります。） 

(5)〜(6) （略） (5)〜(6) （略） 

（注）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契

約約款及び料金表（ＤＳＬ回線又は光アクセス回線に係るものに限ります。）に規定す

る事項のうち、当社が第６種オープンコンピュータ通信網サービスを提供するために

必要な事項及び料金又は工事に関する費用を適用するために必要な事項とします。 

（注）本条第１項第４号に規定する当社が別に定める契約の内容は、特定協定事業者の契

約約款及び料金表（光アクセス回線に係るものに限ります。）に規定する事項のうち、当

社が第６種オープンコンピュータ通信網サービスを提供するために必要な事項及び料金

又は工事に関する費用を適用するために必要な事項とします。 

 （第６種契約申込みの承諾） 

第47条 （略） 

 （第６種契約申込みの承諾） 

第47条 （略） 

 （最低利用期間） 

第48条 共通編第11条（最低利用期間）に規定する最低利用期間として、第６種オープン

コンピュータ通信網サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用

期間があります。 

 （最低利用期間） 

第48条 共通編第11条（最低利用期間）に規定する最低利用期間として、第６種オープン

コンピュータ通信網サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用

期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、次のとおりとします。 ２ 前項の最低利用期間は、次のとおりとします。 

(1) 料金表第１表に規定する第６種オープンコンピュータ通信網サービスのタイプ３

又はタイプ４の場合 

 第６種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算して１⽉

間とします。 

(1) 料金表第１表に規定する第６種オープンコンピュータ通信網サービスのタイプ４

の場合 

 第６種オープンコンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算して１⽉

間とします。 

(2)〜(3) （略） (2)〜(3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

第49条〜第51条 （略） 第49条〜第51条 （略） 

 （回線収容部の変更等） 

第52条 第６種契約者（料金表第１表（料金）に規定するカテゴリー１のタイプ３又はタ

イプ４に係る者又はカテゴリー８に係る者に限ります。）は、ＤＳＬ回線又は光アクセス

回線に係る終端の場所について変更の申込みを特定協定事業者に行うときは、その内容

について契約事務を行うＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 （回線収容部の変更等） 

第52条 第６種契約者（料金表第１表（料金）に規定するカテゴリー１のタイプ４に係る

者又はカテゴリー８に係る者に限ります。）は、光アクセス回線に係る終端の場所につい

て変更の申込みを特定協定事業者に行うときは、その内容について契約事務を行うＩＰ

通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

２ 前項の届出により、そのＤＳＬ回線又は光アクセス回線について他のＩＰ通信網サー

ビス取扱所の回線収容部ヘの収容の変更その他そのＤＳＬ回線又は光アクセス回線に係

る第６種契約について契約内容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を

行います。 

 ただし、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第２項各号及び第47条（第６

種契約申込みの承諾）各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあ 

２ 前項の届出により、その光アクセス回線について他のＩＰ通信網サービス取扱所の回

線収容部ヘの収容の変更その他その光アクセス回線に係る第６種契約について契約内容

の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。 

 ただし、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第２項各号及び第47条（第６

種契約申込みの承諾）各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあ

ります。 
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 ります。  

３ （略） ３ （略） 

第52条の２〜第88条 （略） 第52条の２〜第88条 （略） 

   第８章 料金等 

    第１節 料金等の支払義務 

   第８章 料金等 

    第１節 料金等の支払義務 

第89条 （略） 第89条 （略） 

 （定額利用料等の支払義務） 

第90条 ＩＰ通信網契約者（第６種契約者又は第７種契約者に限ります。以下本条におい

て同じとします。）は、その契約に基づいて当社がオープンコンピュータ通信網サービス

の提供を開始した⽇（付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した⽇）から起

算して、契約の解除があった⽇（付加機能又は端末設備についてはその廃止のあった⽇）

の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除又は廃止のあった⽇が同一の⽇である場合

は、１⽇間とします。）について、当社が提供するオープンコンピュータ通信網サービス

の態様に応じて料金表第１表（料金）に規定する第６種契約又は第７種契約に係る利用

料金及び使用料（以下「定額利用料等」といいます。）の支払いを要します。 

 （定額利用料等の支払義務） 

第90条 ＩＰ通信網契約者（第６種契約者又は第７種契約者に限ります。以下本条におい

て同じとします。）は、その契約に基づいて当社がオープンコンピュータ通信網サービス

の提供を開始した⽇（付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した⽇）から起

算して、契約の解除があった⽇（付加機能又は端末設備についてはその廃止のあった⽇）

の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除又は廃止のあった⽇が同一の⽇である場合

は、１⽇間とします。）について、当社が提供するオープンコンピュータ通信網サービス

の態様に応じて料金表第１表（料金）に規定する第６種契約又は第７種契約に係る利用

料金及び使用料（以下「定額利用料等」といいます。）の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用中止等によりオープンコンピュータ通信網サービスを利用

することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

２ 前項の期間において、利用中止等によりオープンコンピュータ通信網サービスを利用

することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号の規定によるほか、ＩＰ通信網契約者は、次の場合を除き、オープンコンピュ

ータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、ＩＰ通信網契約者は、次の場合を除き、オープンコンピュ

ータ通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料等の支払いを要します。 

 区      別 支払いを要しない料金   区      別 支払いを要しない料金  

 １ ＩＰ通信網契約者の責めによらない

理由により、そのオープンコンピュー

タ通信網サービスを全く利用できない

状態（その契約に係る電気通信設備に

よるすべての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます｡以下この

表において同じとします。)が生じた場

合（２欄、３欄又は４欄に該当する場

合及びＤＳＬ回線の区間において、当

社が別に定める理由により全く利用で

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（24時間の倍数で

ある部分に限ります。）について、24時

間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対

応するそのオープンコンピュータ通信

網サービスについての料金 

  １ ＩＰ通信網契約者の責めによらない

理由により、そのオープンコンピュー

タ通信網サービスを全く利用できない

状態（その契約に係る電気通信設備に

よるすべての通信に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます｡以下この

表において同じとします。)が生じた場

合（２欄、３欄又は４欄に該当する場

合を除きます。)に、そのことを当社が

知った時刻から起算して24時間以上

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（24時間の倍数で

ある部分に限ります。）について、24時

間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対

応するそのオープンコンピュータ通信

網サービスについての料金 

 



ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
（オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 
【現改⽐較表】2025年12⽉19⽇時点 

〜2026年1⽉31⽇ 2026年2⽉1⽇〜 

 

4 

きない状態となる場合を除きます。)

に、そのことを当社が知った時刻から

起算して24時間以上その状態が連続

したとき。 

その状態が連続したとき。 

 ２〜４ （略） （略）   ２〜４ （略） （略）  

３ （略） ３ （略） 

（注）本条第２項に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る共通編別記２の

(1)に掲げる特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するＤＳＬ方式に起因する

事象によるものとします。 

 

 

第90条の２〜第103条 （略） 

 

第90条の２〜第103条 （略） 

  

別記 

１〜12 （略） 

別記 

１〜12 （略） 

13 保守一元サービスの提供等 13 保守一元サービスの提供等 

(1) 当社は、ＩＰ通信網契約者（第６種契約者（料金表第１表（料金）に規定するカテ

ゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３若しくはカテゴリー８であって、タイプ３若し

くはタイプ４に係る者に限ります。）又は第７種契約者（料金表第１表（料金）に規定

するコースＵに係る者に限ります。）に限ります。以下、13において同じとします。）

から請求があったときは、その契約に係る特定協定事業者の提供するＤＳＬ回線又は

光アクセス回線（いずれも特定加入者回線となるもの及び特定協定事業者の卸電気通

信役務を利用する他の電気通信事業者の電気通信サービスに係るものを除きます。以

下13において同じとします。）の故障等に係る保守一元サービス（ＩＰ通信網契約者が

特定協定事業者へ修理の請求等を行うものを当社が一元的に取次ぎ、代行して行うも

のをいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合、ＩＰ通信網契約者は料

金表第３表（附帯サービスに関する料金）に規定する料金の支払いを要します。 

(1) 当社は、ＩＰ通信網契約者（第６種契約者（料金表第１表（料金）に規定するカテ

ゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３若しくはカテゴリー８であって、タイプ４に係

る者に限ります。）又は第７種契約者（料金表第１表（料金）に規定するコースＵに係

る者に限ります。）に限ります。以下、13において同じとします。）から請求があった

ときは、その契約に係る特定協定事業者の提供する光アクセス回線（特定加入者回線

となるもの及び特定協定事業者の卸電気通信役務を利用する他の電気通信事業者の電

気通信サービスに係るものを除きます。以下13において同じとします。）の故障等に係

る保守一元サービス（ＩＰ通信網契約者が特定協定事業者へ修理の請求等を行うもの

を当社が一元的に取次ぎ、代行して行うものをいいます。以下同じとします。）を提供

します。この場合、ＩＰ通信網契約者は料金表第３表（附帯サービスに関する料金）に

規定する料金の支払いを要します。 

(2) 特定協定事業者の提供するＤＳＬ回線又は光アクセス回線の修理、復旧の対応時間

は、ＩＰ通信網契約者と特定協定事業者との契約（保守の態様による細目）によりま

す。 

(2) 特定協定事業者の提供する光アクセス回線の修理、復旧の対応時間は、ＩＰ通信網

契約者と特定協定事業者との契約（保守の態様による細目）によります。 

14 （略） 14 （略） 
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料金表 

通則 （略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 利用料金 

料金表 

通則 （略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 利用料金 

  １〜３ （略） 

  ４ 第６種契約に係るもの 

   ４－１ 適用 

  １〜３ （略） 

  ４ 第６種契約に係るもの 

   ４－１ 適用 

 区  分 内         容   区  分 内         容  

 (1) 区別に係る

料金の適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり区別を定

めます。 

  (1) 区別に係る

料金の適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり区別を

定めます。 

 

   区 別 内        容      区 別 内        容   

   （略） （略）      （略） （略）   

   カ テ ゴ リ

ー２ 

・その契約に係る不特定のＩＰアドレス

を使用して通信を行うもの 

     カ テ ゴ リ

ー２ 

・その契約に係る不特定のＩＰアドレス

を使用して通信を行うもの 

  

    ・光アクセス回線を使用した通信におい

ては、PPPoE方式による通信を行うこ

とができるもの 

      ・光アクセス回線のみを使用することが

できるものであって、PPPoE方式によ

る通信を行うことができるもの 

  

    ・特定ダイヤルアップ回線からアクセス

ポイントに接続して通信を行うことが

できないもの 

      ・特定ダイヤルアップ回線からアクセス

ポイントに接続して通信を行うことが

できないもの 

  

   （略） （略）      （略） （略）   

   備考 （略）      備考 （略）   

        

 (2) 品目及び細

目に係る料金

の適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目及び

通信又は保守の態様による細目を定めます。 

ア 通信の態様による細目 

  (2) 品目及び細

目に係る料金

の適用 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目及び

通信又は保守の態様による細目を定めます。 

ア 通信の態様による細目 

 

  (ア) アクセス回線による区別    (ア) アクセス回線による区別  

   区 別 内        容      区 別 内        容   

   タイプ３ ＤＳＬ回線を使用して通信を行うことが

できるとともに、特定ダイヤルアップ回

線からアクセスポイントに接続して通信

を行うことができるもの 
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   （略） （略）      （略） （略）   

   備考      備考   

   １〜２ （略）      １〜２ （略）   

   ３ 第６種オープンコンピュータ通信網サービスに

係る区別ごとに提供するアクセス回線による区別

は、次表のとおりとします。 

     ３ 第６種オープンコンピュータ通信網サービスに

係る区別ごとに提供するアクセス回線による区別

は、次表のとおりとします。 

  

    区 別 提供するアクセス回線に

よる区別 

       区 別 提供するアクセス回線に

よる区別 

   

    カテゴリー１ タイプ３からタイプ６        カテゴリー１ タイプ４及びタイプ６    

    カテゴリー２ タイプ３又はタイプ４        カテゴリー２ タイプ４    

    カテゴリー３ タイプ３からタイプ７        カテゴリー３ タイプ４からタイプ７    

    （略） （略）        （略） （略）    

   ４ タイプ３からタイプ７までに係る通信（IPoE方

式による通信を除きます。）は、契約者識別符号及

び暗証符号を送信することにより行うことができ

ます。 

     ４ タイプ４からタイプ７までに係る通信（IPoE方

式による通信を除きます。）は、契約者識別符号及

び暗証符号を送信することにより行うことができ

ます。 

  

   ５ カテゴリー１のタイプ３若しくはタイプ４又は

カテゴリー５については、ＤＳＬ回線又は光アク

セス回線を使用する場合に限りその契約に係る特

定のＩＰアドレスを使用して通信を行うことがで

きます。 

     ５ カテゴリー１のタイプ４又はカテゴリー５につ

いては、光アクセス回線を使用する場合に限りそ

の契約に係る特定のＩＰアドレスを使用して通信

を行うことができます。 

  

   ６ 第６種契約者は、アクセス回線による区別の変

更について、タイプ３又はタイプ４のうち、いずれ

か１のタイプから他のタイプへの変更に限り、請

求することができます。 

     ６ 第６種契約者は、アクセス回線による区別の変

更を請求することはできません。 

  

   

(イ) アクセス回線の細目等による区別 

    

(イ) アクセス回線の細目等による区別 

 

  Ａ タイプ３に係るもの    Ａ 削除  

   区 別 内        容          

   コース１ ＤＳＬ回線を利用するもの          



ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
（オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 
【現改⽐較表】2025年12⽉19⽇時点 

〜2026年1⽉31⽇ 2026年2⽉1⽇〜 

 

7 

    （注）符号伝送速度の上限については、

この表に定めるところによるほか、その

ＤＳＬ回線に係る特定協定事業者の契約

約款及び料金表に定めるところによりま

す。 

         

  Ｂ〜Ｅ （略）    Ｂ〜Ｅ （略）  

   

(ウ) （略） 

    

(ウ) （略） 

 

   

(エ) ＩＰアドレス数による区別 

IPv4に係るＩＰアドレス 

    

(エ) ＩＰアドレス数による区別 

IPv4に係るＩＰアドレス  

 

   区 別 内        容      区 別 内        容   

   （略） （略）      （略） （略）   

   備考 ＩＰアドレス数による区別は、カテゴリー１、カ

テゴリー５又はカテゴリー７からカテゴリー９

（カテゴリー７からカテゴリー９はＩＰアドレス

による区別が固定タイプのものに限ります。）であ

って、アクセス回線による区別がタイプ３又はタ

イプ４のものに限り適用します。この場合、アクセ

ス回線による区別及びアクセス回線の細目等によ

る区別ごとに提供するプランは、次表のとおりと

します。 

     備考 ＩＰアドレス数による区別は、カテゴリー１、カ

テゴリー５又はカテゴリー７からカテゴリー９

（カテゴリー７からカテゴリー９はＩＰアドレス

による区別が固定タイプのものに限ります。）であ

って、アクセス回線による区別がタイプ４のもの

に限り適用します。この場合、アクセス回線による

区別及びアクセス回線の細目等による区別ごとに

提供するプランは、次表のとおりとします。 

  

    区   別 提供するプラン        区   別 提供するプラン    

    タイプ３ コース１ プラン１からプラ

ン３ 

             

    タイプ４ コースＸ プラン１からプラ

ン３ 

       タイプ４ （略） （略）    

            

  (オ)〜(カ) （略）    (オ)〜(カ) （略）  

  イ （略）    イ （略）  

  ウ 品目 

(ア) 削除 

   ウ 品目 

(ア) 削除 
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  (イ) タイプ３のもの 

コース１のもの 

   (イ) 削除  

   品 目 内        容          

   １Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大１Mbit/sまで、他の伝送方向につ

いては最大512Kbit/sまでの符号伝送が

可能なもの 

         

   1.5Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大1.536Mbit/sまで、他の伝送方向

については最大512Kbit/sまでの符号伝

送が可能なもの 

         

   ８Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大概ね８Mbit/sまで、他の伝送方向

については最大概ね１Mbit/sまでの符号

伝送が可能なもの 

         

   12Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大概ね12Mbit/sまで、他の伝送方向

については最大概ね１Mbit/sまでの符号

伝送が可能なもの 

         

   24Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大概ね24Mbit/sまで、他の伝送方向

については最大概ね１Mbit/sまでの符号

伝送が可能なもの 

         

   40Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大概ね40Mbit/sまで、他の伝送方向

については最大概ね１Mbit/sまでの符号

伝送が可能なもの 

         

   47Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送方向について

は最大概ね47Mbit/sまで、他の伝送方向

については最大概ね５Mbit/sまでの符号

伝送が可能なもの 

         

   備考         
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   １ １Mb/s品目のものは、カテゴリー１及びカテゴ

リー３に限り提供します。 

        

   ２ 24Mb/s品目のものは、ＤＳＬ回線がNTT西⽇本

株式会社に係るものに限り提供します。 

        

  (ウ) （略）    (ウ) （略）  

        

 (3) 最低利用期

間内に契約の

解除等があっ

た場合の料金

の適用 

ア 第６種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ３

若しくはタイプ４又はタイプ６のテレワーク・スタートパ

ックプランに限ります。）には、第６種オープンコンピュー

タ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算した最低利

用期間があります。 

  (3) 最低利用期

間内に契約の

解除等があっ

た場合の料金

の適用 

ア 第６種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ４

又はタイプ６のテレワーク・スタートパックプランに限り

ます。）には、第６種オープンコンピュータ通信網サービス

の提供を開始した⽇から起算した最低利用期間がありま

す。 

 

  イ 第６種契約者は、最低利用期間内に第６種契約の解除が

あった場合は、第90条（定額利用料等の支払義務）及び料

金表通則の規定にかかわらず、次に掲げる額を、当社が定

める期⽇までに、一括して支払っていただきます。 

   イ 第６種契約者は、最低利用期間内に第６種契約の解除が

あった場合は、第90条（定額利用料等の支払義務）及び料

金表通則の規定にかかわらず、次に掲げる額を、当社が定

める期⽇までに、一括して支払っていただきます。 

 

  (ア) タイプ３又はタイプ４の場合 

 残余の期間（第６種契約の解除のあった⽇の翌⽇から

起算して最低利用期間の満了⽇までとします。）に対応す

る定額利用料に相当する額 

   (ア) タイプ４の場合 

 残余の期間（第６種契約の解除のあった⽇の翌⽇から

起算して最低利用期間の満了⽇までとします。）に対応す

る定額利用料に相当する額 

 

  (イ) （略）    (イ) （略）  

  ウ 第６種契約者（タイプ３又はタイプ４に係る者に限りま

す。）は、最低利用期間内に第６種オープンコンピュータ通

信網サービスの区別、品目又は通信又は保守の態様による

細目の変更（以下この欄において「品目等の変更」といい

ます。）があった場合は、その品目等の変更について変更前

の定額利用料の額から変更後の定額利用料の額を控除し、

残額があるときは、その残額に残余の期間（変更のあった

⽇の翌⽇から起算して最低利用期間の満了⽇までとしま

す。）を乗じて得た額を、当社が定める期⽇までに、一括し

て支払っていただきます。 

   ウ 第６種契約者（タイプ４に係る者に限ります。）は、最低

利用期間内に第６種オープンコンピュータ通信網サービス

の区別、品目又は通信又は保守の態様による細目の変更

（以下この欄において「品目等の変更」といいます。）があ

った場合は、その品目等の変更について変更前の定額利用

料の額から変更後の定額利用料の額を控除し、残額がある

ときは、その残額に残余の期間（変更のあった⽇の翌⽇か

ら起算して最低利用期間の満了⽇までとします。）を乗じて

得た額を、当社が定める期⽇までに、一括して支払ってい

ただきます。 

 



ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
（オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 
【現改⽐較表】2025年12⽉19⽇時点 

〜2026年1⽉31⽇ 2026年2⽉1⽇〜 

 

10 

  エ ウの場合に、品目等の変更と同時にそのＤＳＬ回線又は

光アクセス回線に係る終端の場所において、第６種オープ

ンコンピュータ通信網サービスに係るＤＳＬ回線又は光ア

クセス回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定

は、同時に行う新設等のＤＳＬ回線又は光アクセス回線に

係る第６種オープンコンピュータ通信網サービスの定額利

用料を合算して行います。 

   エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその光アクセス回線

に係る終端の場所において、第６種オープンコンピュータ

通信網サービスに係る光アクセス回線の新設又は契約の解

除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の光アク

セス回線に係る第６種オープンコンピュータ通信網サービ

スの定額利用料を合算して行います。 

 

 (4)〜(5) （略） （略）   (4)〜(5) （略） （略）  

 (6) 特定ダイヤ

ルアップ回線

の利用の場合

の定額利用料

の加算額の適

用 

特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の定額利用料の加算額

は、タイプ３又はタイプ４に係る第６種契約者（カテゴリー

２、カテゴリー８及びカテゴリー９に係る者を除きます。）が

１の料金⽉において特定ダイヤルアップ回線（当社が別に定

めるものに限ります。）から定額制アクセスポイント（アクセ

スポイントのうち１の料金⽉において少なくとも１の接続通

信を行った場合に料金を適用するものをいいます。以下、同

じとします。）に接続した場合に、４－２－３に規定する加算

額を適用します。 

  (6) 特定ダイヤ

ルアップ回線

の利用の場合

の定額利用料

の加算額の適

用 

特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の定額利用料の加算額

は、タイプ４に係る第６種契約者（カテゴリー２、カテゴリ

ー８及びカテゴリー９に係る者を除きます。）が１の料金⽉に

おいて特定ダイヤルアップ回線（当社が別に定めるものに限

ります。）から定額制アクセスポイント（アクセスポイントの

うち１の料金⽉において少なくとも１の接続通信を行った場

合に料金を適用するものをいいます。以下、同じとします。）

に接続した場合に、４－２－３に規定する加算額を適用しま

す。 

 

  （注） （略）    （注） （略）  

  (a)〜(b) （略）      (a)〜(b) （略）  

 (7)〜(12) 

（略） 

（略）   (7)〜(12) 

（略） 

（略）  

  

  

   ４－２ 料金額 

    ４－２－１ 定額利用料 

   ４－２ 料金額 

    ４－２－１ 定額利用料 

     (1) カテゴリー１のもの 

      ア 削除 

      イ タイプ３のもの 

       コース１のもの 

     (1) カテゴリー１のもの 

      ア 削除 

      イ 削除 

 

 １契約ごとに⽉額     

 区     分 料 金 額        

 プラン１のもの 6,800円(7,480円)        
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 プラン２のもの 11,800円(12,980円)        

 プラン３のもの 23,100円(25,410円)        

      ウ〜オ （略）       ウ〜オ （略） 

     (2) カテゴリー２のもの 

 

     (2) カテゴリー２のもの 

 １契約ごとに⽉額   １契約ごとに⽉額  

 区     分 料 金 額   区     分 料 金 額  

 タイプ３のもの コース１のもの 1,250円 

(1,375円) 

      

 タイプ４のもの （略） （略）   タイプ４のもの （略） （略）  

 

     (3) カテゴリー３のもの 

      ア タイプ３又はタイプ４のもの 

 

     (3) カテゴリー３のもの 

      ア タイプ４のもの 

 ⽉額   ⽉額  

 区     分 単 位 料 金 額   区     分 単 位 料 金 額  

 タイプ３のもの コース１のもの １の契約ごとに 2,050円 

(2,255円) 

       

 タイプ４のもの （略） １の契約ごとに （略）   タイプ４のもの （略） １の契約ごとに （略）  

      イ〜ウ （略）       イ〜ウ （略） 

     (4)〜(8) （略）      (4)〜(8) （略） 

 

    ４－２－２ 電子メールの利用の場合の定額利用料の加算額 

     (1) パターンＡ 

 

    ４－２－２ 電子メールの利用の場合の定額利用料の加算額 

     (1) パターンＡ 

 １契約ごとに⽉額   １契約ごとに⽉額  

 区     分 料 金 額   区     分 料 金 額  

 （略）  （略）   （略）   （略）  

 備考   備考  
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 １ 当社は、パターンＡを適用する電子メールを、カテゴリー１（タイプ３のコ

ース１又はタイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ

10若しくはコースＧＦであって、プラン１に限ります。）、カテゴリー２、カテ

ゴリー３（タイプ６及びタイプ７を除きます。）、カテゴリー５（タイプ４のコ

ースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ10又はコースＧＦであっ

て、プラン１に限ります。）、カテゴリー６、カテゴリー７（タイプ４のコース

Ｆ、コースＭ又はコースＧＦであって、プラン１、動的タイプ又は動的ライト

タイプに限ります。）、カテゴリー８（タイプ４のコースＵ又はコースＸであっ

て、プラン１、動的(ex)タイプ又は動的タイプに限ります。）又はカテゴリー

９（タイプ４のコースＦ、コースＭ又はコースＧＦであって、プラン１、動的

(ex)タイプ又は動的タイプに限ります。）に係る第６種契約者に限り提供しま

す。 

  １ 当社は、パターンＡを適用する電子メールを、カテゴリー１（タイプ４のコ

ースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ10又はコースＧＦであっ

て、プラン１に限ります。）、カテゴリー２、カテゴリー３（タイプ６及びタイ

プ７を除きます。）、カテゴリー５（タイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、

コースＰ１、コースＰ10又はコースＧＦであって、プラン１に限ります。）、カ

テゴリー６、カテゴリー７（タイプ４のコースＦ、コースＭ又はコースＧＦで

あって、プラン１、動的タイプ又は動的ライトタイプに限ります。）、カテゴリ

ー８（タイプ４のコースＵ又はコースＸであって、プラン１、動的(ex)タイプ

又は動的タイプに限ります。）又はカテゴリー９（タイプ４のコースＦ、コー

スＭ又はコースＧＦであって、プラン１、動的(ex)タイプ又は動的タイプに限

ります。）に係る第６種契約者に限り提供します。 

 

 ２〜８ （略）   ２〜８ （略）  

 

     (2) パターンＢ 

 

     (2) パターンＢ 

 １契約ごとに⽉額   １契約ごとに⽉額  

 区     分 料 金 額   区     分 料 金 額  

 （略）  （略）   （略）   （略）  

 備考   備考  

 １ 当社は、パターンＢを適用する電子メールを、カテゴリー１（タイプ３のコ

ース１又はタイプ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ

10若しくはコースＧＦであって、プラン２に限ります。）、カテゴリー５（タイ

プ４のコースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ10又はコースＧ

Ｆであって、プラン２に限ります。）、カテゴリー７（タイプ４のコースＦ、コ

ースＭ又はコースＧＦであって、プラン２に限ります。）、カテゴリー８（タイ

プ４のコースＵ又はコースＸであって、プラン２に限ります。）又はカテゴリ

ー９（タイプ４のコースＦ、コースＭ又はコースＧＦであって、プラン２に限

ります。）に係る第６種契約者に限り提供します。 

  １ 当社は、パターンＢを適用する電子メールを、カテゴリー１（タイプ４のコ

ースＦ、コースＭ、コースＢ、コースＰ１、コースＰ10又はコースＧＦであっ

て、プラン２に限ります。）、カテゴリー５（タイプ４のコースＦ、コースＭ、

コースＢ、コースＰ１、コースＰ10又はコースＧＦであって、プラン２に限り

ます。）、カテゴリー７（タイプ４のコースＦ、コースＭ又はコースＧＦであっ

て、プラン２に限ります。）、カテゴリー８（タイプ４のコースＵ又はコースＸ

であって、プラン２に限ります。）又はカテゴリー９（タイプ４のコースＦ、コ

ースＭ又はコースＧＦであって、プラン２に限ります。）に係る第６種契約者

に限り提供します。 

 

 ２〜８ （略）   ２〜８ （略）  

 

    ４－２－３〜４－２－７ （略） 

 

    ４－２－３〜４－２－７ （略） 
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５〜６ （略） 

 

５〜６ （略） 

 

第２ 使用料 

１ 削除 

２ 第６種契約に係るもの （略） 

第３ 手続きに関する料金 （略） 

第２ 使用料 

１ 削除 

２ 第６種契約に係るもの （略） 

第３ 手続きに関する料金 （略） 

 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ （略） 

 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ （略） 

 ２ （略）  ２ （略） 

第３表 附帯サービスに関する料金 第３表 附帯サービスに関する料金 

第６ 

 １ （略） 

 ２ （略） 

第６ 

 １ （略） 

 ２ （略） 

 第12 保守一元サービスに係る料金  第12 （略） 

 ⽉額   ⽉額  

 区     分 単 位 料金額   区     分 単 位 料金額  

 保 守 一 元

サ ー ビ ス

に 係 る 料

金 

ア 第６種契約（カテゴリー１に

係るもの、カテゴリー３に係る

もの及びカテゴリー８に係る

ものに限ります。）に係るもの

又は第７種契約（コースＵに係

るものに限ります。）に係るも

の 

１のＤＳＬ回線

又は１の光アク

セス回線ごとに 

500円 

(550円) 

  保 守 一 元

サ ー ビ ス

に 係 る 料

金 

ア 第６種契約（カテゴリー１に

係るもの、カテゴリー３に係る

もの及びカテゴリー８に係る

ものに限ります。）に係るもの

又は第７種契約（コースＵに係

るものに限ります。）に係るも

の 

１の光アクセス

回線ごとに 

500円 

(550円) 

 

  イ 第６種契約（カテゴリー２に

係るものに限ります。）に係る

もの 

１のＤＳＬ回線

又は１の光アク

セス回線ごとに 

―    イ 第６種契約（カテゴリー２に

係るものに限ります。）に係る

もの 

１の光アクセス

回線ごとに 

―  

  

料金表別表１〜３ （略） 料金表別表１〜３ （略） 

  

 


